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常勤役員（常務理事）の公募について 

 

　全国土地改良事業団体連合会（愛称：全国水土里ネット）の常勤役員（常務理事）を

 公募します。詳細については以下をご覧ください。

 

【公募内容】 

 １．公募する常勤役員

 　　常務理事　１名

 

 ２．就任予定日

 　　令和７年４月１日

 

 ３．任期

　　就任日から令和９年３月３１日まで（再任を妨げない。） 

 

 ４．職務内容

　　会長、副会長及び専務理事を補佐し、本会の行う業務全般の執行について指導・調

 　整するとともに、会の経理について責任を負う。

 

　(注)　本会の行う業務については、別紙「全国土地改良事業団体連合会の概要」を参

 　　　照してください。

 

 ５．応募要件

（１）農業農村整備事業及びこれに関連する非公共事業等の業務に従事した経験がある

 　　こと。

 （２）国又は都道府県等の予算及び公的団体の複式簿記に精通していること。

（３）土地改良法について熟知し、本会の法律上の位置付け等を十分理解しているこ　

 　　と。

（４）本会の公共的法人の性格に鑑み、中立性・公平性を担保して業務を遂行できるよ

 　　う、人格高潔で高い倫理観を有すること。

 （５）原則として、予定する任期の末日（令和９年３月３１日）における満年齢が７０

 　　歳以下であること。

 

 ６．勤務条件等

 （１）勤務形態

 　　　常勤

 （２）勤務地

 　　　全国土地改良事業団体連合会

 　　　東京都千代田区平河町２丁目７番４号　砂防会館別館４階

 （３）勤務時間
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　　　役員であるため当会の勤務時間、休憩等に係る規定の適用がありません（職員　

　　の勤務時間は午前９時から午後５時３０分まで）。 

 

 ７．選考方法

 （１）一次選考

　　①　外部有識者を含む当会常勤役員候補者選定審査委員会の審査により候補者を選

　　　考し、当会の総会開催時（令和７年３月２６日に予定）に、同総会の詮衡委員会

 　　　（当会役員の候補者を総会に推薦する組織）に推薦します。

　　②　上記選定審査委員会の審査は、書類審査により行うことが原則ですが、同委員

 　　　会が必要と認めるときは、同委員会による面接を行うことがあります。

 　　③　一次選考の結果は、応募者全員にお知らせします。

 （２）二次選考

　　①　当会総会開催時に、上記選定審査委員会の推薦を受けて、当会総会の詮衡委員

 　　　会において審査し、理事候補者として総会に推薦する予定です。

　　②　上記詮衡委員会の推薦する理事候補者を総会で審査し、理事に選任された場合

 　　　は、当会会長が理事会の承認を経て常務理事に指名する予定です。

　　③　二次選考結果は、二次選考対象者にお知らせするとともに、当会ホームページ

 　　　で公表します。

 

【応募方法】 

 １．応募受付期間

 　　令和７年１月１４日（火）から令和７年１月３１日（金）まで

 　

 ２．応募書類

 　　次により、履歴書、職歴書、志望動機及び抱負等を提出してください。

 （１）履歴書

　　①　様式は問いませんが、作成年月日、現住所、連絡先電話番号（携帯電話を含む。）、 

　　　氏名（ふりがなを附する。）、生年月日、年齢、義務教育卒業後の学歴、保有する

 　　　免許・資格及び取得年月を記載するとともに顔写真を添付してください。

 　　②　職歴は、別途「職歴書」に記載してください。

 　　③　志望動機等は、別途「志望動機及び抱負等」に記載してください。

 （２）職歴書

　　　Ａ４版用紙を用いて、時系列に勤務期間（例：S59.4～H2.3）、勤務先、役職及び 

　　職務概要を記載してください。参考に別添のとおり様式を添付しますが、必要事項

 　　が記載されていれば、任意のもので差し支えありません。

 （３）志望動機及び抱負等

　　　本件公募に応募した動機及び就任後の抱負等について、概ね2,000字以内に整理

 　　して記載して下さい。様式は任意のもので差し支えありません。

 

 ３．応募書類の提出期限及び提出方法

 　　①提出期限
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     　令和７年１月３１日（金）午後４時までに必着として下さい。

 　　②提出方法

　　　当会に持参又は郵送（電子メール等による応募は不可。） 

 

 ４．応募書類の送付又は持参先

 　　〒102-0093  東京都千代田区平河町２丁目７番４号　砂防会館別館４階

 　　　　　　　　全国土地改良事業団体連合会　総務部宛て

 

 ５．応募に関する問い合わせ

 　　全国土地改良事業団体連合会総務部　（担当：宮瀬）

 　　　　電　話 ： ０３－３２３４－５５９１

 　　　　ＦＡＸ ： ０３－３２３４－５６７０

 

 ６．その他

 　　①　提出された応募書類は返却しません。

 　　②　応募にかかる費用は全額応募者の負担とします。

　　③　応募書類に記載された個人情報は本件公募の選考にのみ使用し、他の目的に使

　　　用することはありません。



 【別紙】
 全国土地改良事業団体連合会の概要

 
 １．目　的

　　都道府県土地改良事業団体連合会（土地改良区、市町村、農業協同組合
　が会員）及び土地改良事業を行う者（一定規模以上の地域を有する土地改
　良区）を会員として、会員の事業の指導等を通じて、土地改良事業の適切
　かつ効率的な運営を確保し、及びその共同の利益を増進することを目的と
　する。（土地改良法第１１１条の２） 
 

 ２．設　立
　　昭和３２年に土地改良法が改正され、連合会が法律上位置づけられたこ

 　とに伴い、昭和３３年８月１９日に設立
 

 ３．組　織（令和７年１月現在）
 　　会員数　７４団体（都道府県連合会　４７　土地改良区　２７）

 　　職員数　４３名
 

 ４　業　務
 （１）法律で定められているもの（土地改良法第１１１条の９）

 　　①　会員の行う土地改良事業に関する技術的な指導その他の援助
 　　②　会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事

 　　③　土地改良事業に関する教育及び情報の提供
 　　④　土地改良事業に関する調査及び研究

 　　⑤　国又は都道府県の行う土地改良事業に対する協力
 　　⑥　全国連合会にあっては会員たる地方連合会の事業の指導

 　　⑦　前各号に掲げる事業のほか目的を達成するため必要な事業
 

 （２）具体的な活動
 　　①　土地改良事業に関する技術支援

　　　　土地改良施設の保全・管理の適正化、水土里ネットの複式簿記に関
　　　する支援、農家負担金の軽減支援対策、換地処分の紛争処理支援、災

 　　　害からの復旧・復興支援等
 　　②　水土里ネット職員の資質向上と情報提供

　　　　水土里ネット職員の技術力と意欲の向上に向けた各種研修、土地改
 　　　良予算・制度等に係る情報提供

 　　③　土地改良政策に関する調査・研究
　　　　ため池の整備促進・小水力発電の整備促進、多面的機能支払の効果
　　　的実施、土地改良団体の運営をはじめとした土地改良政策推進上の課

 　　　題に関する調査・研究等
 　　④　広報

　　　　水土里ネットの意義・役割に関する水土里ネット職員の意識の啓発
　　　と国民への広報、水土里ネットの男女共同参画の推進に関する運動の
　　　展開
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